
少
子
化
対
策
勗
醤
讐
燮
至
受
楚
負
担
粛
を

わ
が
国
財
政
の
課
題

防
衛
費
の
1
兆
円
増
税
に
加
え
て
、
数
兆
円
規
模
の
少
子
化
対
策
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
防
衛
費
に
つ
い
て
は
、
時
期

は
未
定
な
が
ら
法
人
税
、
所
得
税
た
ば
こ
税
の
増
税
が
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
少
子
化
対
策
の
財
源
に
つ
い
て
は
全
く

白
紙
の
状
況
だ
。
こ
れ
ま
で
異
次
元
の
金
融
緩
和
に
よ
り
巨
額
な
財
政
赤
字
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
さ
れ
て
き
た
が
、
金
融
政

策
の
「
出
口
」
が
日
程
に
上
る
中
、
こ
れ
以
上
の
赤
字
国
債
の
発
行
に
よ
る
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
難
し
い
。
今
後
は
、

具
体
的
な
歳
出
改
革
を
行
う
と
と
も
に
、
増
税
も
含
め
た
受
益
と
負
担
の
議
論
が
避
け
ら
れ
な
い
。

鬢
上
が
っ
た
財
整
焚
葛
李

1コ
ロ
ナ
禍
対
策
を
名
目
に
、
わ
が
国
予

算
は
異
次
元
の
膨
張
を
続
け
て
き
た
。
そ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
当
初
予
算
は
そ
こ
そ

こ
規
律
を
守
る
が
、
「
補
正
予
算
」
で
は

G
D
P
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
と
の
理
由
か

ら
巨
額
の
規
模
と
な
る
。
歳
出
の
中
身
は

あ
ら
か
じ
め
精
査
し
て
い
な
い
の
で
使
途

が
決
ま
ら
な
い
も
の
が
多
く
、
「
予
備
費
」

や
「
基
金
」
に
積
ん
で
お
く
。
財
源
は
大

部
分
が
赤
字
国
債
で
財
政
赤
字
は
積
み
上

か
始
ま
る
が
、
先
進
国
最
悪
の
財
政
状
況

を
放
置
し
た
ま
ま
で
出
口
を
迎
え
る
こ
と

は
^
^
^
^
に
^
き
な
り
ス
ク
を
も
た
ら

す
可
能
性
が
あ
る
。

以
下
、
防
衛
費
増
強
と
少
子
化
対
策
の

財
源
問
題
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
今
後
わ
が

国
の
財
政
運
営
を
巡
る
課
題
に
つ
い
て
論

じ
て
み
た
い
。

る
。

が

2
0
2
2
年
度
第
2
次
補
正
予
算
を
例

に
と
る
と
、
コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
経
済
が

正
常
化
に
向
か
い
つ
つ
ぁ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
自
民
党
の
ご
り
押
し
が
あ
り
器

.

9
兆
円
の
規
模
と
な
っ
た
。
財
源
は
な
い

の
で
、
そ
の
8
割
の
訟
・
 
9
兆
円
が
赤
字

国
債
の
追
加
発
行
に
な
っ
た
。
予
備
費
も

4
・
7
兆
円
追
加
さ
れ
当
初
予
算
や
第
1

次
補
正
予
算
と
合
わ
せ
て
Ⅱ
・
8
兆
円
と

な
っ
た
。
ま
た
、
、
グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ

ヨ
ン
な
ど
多
く
の
基
金
が
設
立
さ
れ
た
。

東
京
財
団
政
策
研
究
所
研
究
主
幹

森
信
茂
樹

も
り
の
ぷ
・
し
げ
き
京
大
法
卒
乃

年
大
蔵
省
(
現
財
務
省
)
人
省
主
税

局
総
務
課
長
、
財
務
名
財
務
総
合
政

策
研
究
所
長
な
と
を
経
て
W
年
か
ら

現
職
薯
作
に
「
日
本
の
消
費
税
」
(
中

央
経
済
社
)
、
「
税
で
Π
本
は
よ
み
が

え
る
」
(
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
)
、

「
デ
ジ
タ
ル
経
済
と
税
」
(
同
)
、
「
日
本

の
税
制
何
が
問
題
か
」
(
岩
波
書

店
)
な
ど
。

防
衛
費
で
1
兆
円
の
増
税
が
議
論
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
無
駄
遣
い
を
や

め
れ
ぱ
簡
単
に
財
源
の
確
保
が
で
き
る
は

ず
だ
。図

表
1
は
、
先
進
諸
国
の
コ
ロ
ナ
禍
の

財
政
赤
字
を
比
較
し
た
も
の
だ
が
、
わ
が

国
だ
け
が
い
ま
だ
財
政
赤
字
を
拡
大
さ
せ

る
逆
方
向
に
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
ン
フ

レ
が
わ
が
国
に
も
波
及
し
、
長
年
に
わ
た

る
金
融
緩
和
の
弊
害
が
顕
在
化
し
つ
つ
ぁ

る
今
日
、
日
銀
総
裁
の
交
代
を
き
っ
か
け

に
金
融
政
策
の
正
常
化
(
出
旦
の
議
論

2
 
鑒
券
顕
榛
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て

昨
年
末
に
泱
ま
っ
た
防
衛
費
の
財
源
確

保
ス
キ
ー
ム
を
見
る
と
、
舒
年
度
ま
で
に
、

防
衛
力
強
化
資
金
(
仮
称
)
で
0
・
9
兆

円
程
度
、
決
算
剰
余
金
の
活
用
で
0
 
・
フ

兆
円
程
度
、
歳
出
改
革
で
1
兆
円
強
そ

し
て
税
制
措
置
で
1
兆
円
強
の
確
保
と
な
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<図表1>主要国の財政収支(対GDP比、%)

前年比較2020 2021 2022

日本 ▲87 ▲6.4'5.1

米国 '15.0 ▲12.1 '4.0

英国 ▲13.1 '82 '62

ドイツ '43 ▲27▲39

フランス ▲4.9'9.0 ▲65

(出所)OECD統計

<図表2>新たな防衛力整備計画に関する財源確保につぃて

!防衛力整備の水準:43.0兆円程度 1 25兆円程度
1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (防衛力整備の水準の達成のための様々な工夫)
1予算総額:405兆円程度!

8.9程度

25.9充円(B】

0.9程度

0.7程度

0

RI0~

歳出追加需要:146兆円程度
(A)

(A+B)

1 拙著「日本の消費税社会保障・税一体改革の経緯と重要資料」(中央経済社2022年)

52兆円
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4.6~5娃

(出所)令和4年12月16日政府与党政策懇談会資料

い

3.5程度

1強

下図はイメージ図

であることに留意

(単位:兆円)

つ
て
い
る
。
も
っ
と
も
増
税
時
期
に
つ
い

て
は
い
ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。

^
^
別
の
^
^
に
見
ら
^
た
よ
う
に
、
^

限
な
く
防
衛
費
が
拡
大
し
て
い
く
可
能
性

の
あ
る
赤
字
国
債
が
財
源
ス
キ
ー
ム
か
ら

外
れ
た
こ
と
は
^
価
で
き
る
。
し
か
し
、

内
容
を
精
査
す
る
と
、
恒
常
的
な
財
源
と

は
言
え
な
い
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り

問
題
を
抱
え
て
い
る
。

ま
ず
決
算
剰
余
金
だ
が
、
こ
れ
は
文
字

通
り
決
算
の
結
果
生
じ
る
も
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
の
財
源
と
は
な
ら
な
い
も
の
だ
。

当
初
予
算
策
定
時
に
剰
余
金
を
出
そ
う
と

す
る
と
、
金
利
を
高
め
に
想
定
し
て
国
債

費
を
多
め
に
見
積
も
る
な
ど
、
予
算
編
成

自
体
が
ゆ
が
む
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
毎
年
行
わ
れ
て
き
た
補
正
予
算

は
、
そ
の
財
源
を
基
本
的
に
剰
余
金
と
し

て
き
た
。
今
後
は
剰
余
金
が
す
べ
て
防
衛

費
の
財
源
と
な
る
の
で
、
補
正
予
算
は
前

述
の
訟
年
度
補
正
予
算
の
よ
う
に
赤
字
国

債
の
増
発
で
賄
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で

は
、
お
金
に
色
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は

ず
、
、
、
、

な
い
の
で
、
剰
余
金
の
も
と
を
た
ど
れ
ぱ

赤
字
国
債
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な

次
に
^
出
改
革
だ
。
イ
ン
フ
レ
に
悩
む

国
民
か
ら
す
れ
ば
、
負
担
増
よ
り
歳
出
削

減
で
、
と
な
る
。
財
源
ス
キ
ー
ム
で
は
ー

兆
円
強
の
財
源
捻
出
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

「
社
会
保
障
関
係
費
以
外
に
つ
い
て
こ
れ

ま
で
の
歳
出
改
革
の
取
り
組

み
を
実
質
的
に
継
続
す
る
中

で
」
確
保
す
る
と
記
さ
れ
て

い
る
。
極
め
て
抽
象
的
な
文

言
で
、
中
身
の
具
体
性
に
欠

ナ
る
0小

泉
内
閣
時
代
の
佃
年
に

は
、
自
民
党
の
中
川
秀
直
政

調
会
長
(
当
時
)
主
導
で
「
歳

出
・
歳
入
一
体
改
革
L
 
が
行

"

わ
れ
、
「
今
後
5
年
間
の
歳

出
改
革
の
概
要
」
が
骨
太
の

方
針
で
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

削
減
対
象
は
、
社
会
保
障
、

人
件
費
公
共
投
資
な
ど
広

範
囲
に
及
び
、
具
体
的
な
数

値
目
標
が
明
記
さ
れ
た
。
背

景
に
は
、
小
泉
純
一
郎
首
相

郎

(
当
時
)
の
「
国
民
か
ら
増

税
の
方
が
い
い
と
い
う
声
が

当
期
経

出
る
ま
で
歳
出
改
革
を
や

幽
"

れ
」
と
い
う
り
ー
、
ダ
ー
シ
ッ
。
フ

が
あ
っ
た
'
。

こ
の
点
、
自
民
党
の
萩
生
田

光
一
政
調
会
長
を
委
員
長
と
す

る
「
防
衛
関
係
費
の
財
源
検
討

に
関
す
る
特
命
委
員
会
」
で
は
、

「
国
債
釦
年
償
還
ル
ー
ル
の
見

直
し
」
な
ど
赤
字
の
実
態
を
覆

い
隠
す
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ

て
お
り
、
市
場
の
鰯
叩
を
損
な

う
小
手
先
の
対
応
と
一
言
え
よ
う
。

国
際
投
機
筋
が
、
わ
が
国
の
金

融
緩
和
の
出
口
に
向
け
て
、
隙

あ
ら
ぱ
国
債
を
売
り
浴
び
せ
て

稼
、
ご
う
と
し
て
い
る
中
、
彼
ら

に
絶
好
の
材
料
を
与
え
る
よ
う

な
こ
と
は
厳
に
避
け
る
べ
き
だ
。

自
民
党
は
、
小
泉
内
閣
時
の
よ

う
に
率
先
し
て
コ
ロ
ナ
禍
で
膨

張
し
た
歳
出
を
具
体
的
項
貝
こ

と
に
見
直
し
、
数
値
の
入
っ
た

改
革
の
工
程
表
を
作
る
必
要
が

あ
る
。
そ
こ
ま
で
す
れ
ぱ
国
民

も
、
不
足
分
を
増
税
で
賄
う
こ

と
を
{
磊
す
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
防
衛
費
増
税
に
つ
い

て
私
見
を
述
べ
た
い
。
防
衛
の

問
題
を
自
分
ご
と
と
し
て
考
え

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
年
間

制
篇
絵
尾

膿



<図表3>小泉時代の歳出改革

社会保障

人件

2006年度

31.1兆円

30.1兆円

2011年度

自然体

399兆円

35.0兆円

公共投資

今後5年間の歳出改革の概要

2011年度

改革後の姿

383兆円程度

32.4兆円程度

188兆円

その他分野

217兆円

合計 1073兆円 1282兆円 1139~1168兆円程度'143~'11.4兆円程度

要対応額:16.5兆円程度

(注1)上記金額は、特記なき場合国・地方合計(SNAベース)。
(注2)備考欄は、各経費の削減額に相当する国の一般歳出の主な経費の伸び率(対前年度比名目年率)等及び地方単独事業(地財計画

ベース)の名目での削減率を示す。
(出所)骨太の方針2006(2006年7月)

273兆円

16.1~178兆円程度

31.6兆円

削減額

'16兆円程度

▲2.6兆円程度

27.1~283兆円程度

▲56~▲39兆円程度

備考

公共事業関係費

▲3%~'1%

地方単独事業(投資的経費)

▲3%~'1%

科学技術振興費

+1.1%~経済成長の範囲内

ODA

▲4%~▲2%

'45~▲33兆円程度
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1
兆
円
程
度
の
増
税
に
つ
い
て
は
評
価
し

た
い
。
税
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
野

放
図
な
防
衛
費
拡
大
へ
の
歯
止
め
に
も
な

る
。

内
容
に
つ
い
て
、
ま
ず
法
人
税
へ
の

7
0
0
0
億
S
 
8
0
0
0
億
円
の
付
加

税
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
ま
で
法
人
税
率

を
引
き
下
げ
て
他
国
か
ら
の
投
資
を
呼
び

込
も
う
と
い
う
考
え
方
(
税
の
引
き
下
げ

競
争
)
が
各
国
の
税
収
減
に
つ
な
が
っ
た

と
い
う
反
省
か
ら
、
米
国
を
は
じ
め
先
進

諸
国
で
は
負
担
増
の
潮
流
に
あ
る
。
わ
が

国
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
継
続
的
な
減
税
が

賃
金
増
や
設
備
投
資
増
に
つ
な
が
ら
な
か

つ
た
と
い
う
反
省
が
あ
り
、
こ
の
程
度
の

負
担
増
は
や
む
を
得
な
い
と
一
言
え
よ
う
。

次
に
年
間
2
千
億
円
の
所
得
増
税
に
つ

い
て
だ
が
、
防
衛
の
在
り
方
を
自
分
ご
と

と
し
て
捉
え
る
絶
好
の
機
会
に
な
る
と
考

え
る
。
一
方
で
東
日
本
大
震
災
の
復
興
財

源
ス
キ
ー
ム
を
活
用
し
た
こ
と
は
、
復
興

財
源
に
手
を
付
け
る
と
の
誤
解
を
生
じ
さ

せ
た
。
岸
田
文
雄
首
相
が
当
初
問
題
提
起

し
た
「
1
億
円
の
壁
」
の
是
正
の
た
め
の

金
融
所
得
課
税
の
見
直
し
に
ょ
り
財
源
確

保
を
行
う
べ
き
だ
っ
た
。
年
間
2
千
億
円

程
度
の
金
融
所
得
課
税
強
化
で
あ
れ
ぱ
相

場
に
与
え
る
影
響
も
限
定
的
で
、
一
局
所
得

者
ほ
ど
防
衛
・
安
全
か
ら
の
受
益
が
大
き

い
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
民
の
理
解
が
得

や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

3
 
少
子
化
対
策
と
そ
の
財
源

今
後
大
き
な
議
論
と
な
る
の
は
「
異
次

元
の
少
子
化
対
策
」
の
財
源
で
あ
る
。
対

策
の
中
身
は
、
児
童
手
当
な
ど
の
経
済
支

援
の
強
化
、
子
育
て
家
庭
向
け
サ
ー
ビ
ス

の
拡
充
、
働
き
方
改
革
の
推
進
が
3
本
柱

で
、
 
6
月
の
「
骨
太
の
方
針
」
で
「
財
源

に
関
す
る
当
面
の
道
筋
」
が
示
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。
 
4
月
に
発
足
し
た
「
こ
ど
も

家
庭
庁
」
の
予
算
規
模
4
・
8
兆
円
に
匹

敵
す
る
規
模
と
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
財
源

は
ど
う
確
保
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

自
民
党
内
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
の

は
社
会
保
険
料
で
の
対
男
。
子
ど
も
・

子
育
て
拠
出
金
の
拡
充
案
や
、
医
療
・
介

護
・
年
金
・
一
雇
用
の
4
保
険
料
に
上
乗
せ

し
て
「
子
育
て
支
援
連
帯
基
金
」
を
創
設

す
る
と
い
う
権
丈
盖
巳
慶
応
大
学
教
授
の

ア
イ
デ
ア
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
保
険
料

は
、
給
付
と
負
担
の
関
係
が
明
確
な
の
で

国
民
が
負
担
増
を
受
け
入
れ
や
す
い
こ
と

が
理
由
だ
ろ
う
。

次
世
代
に
負
担
を
先
送
り
す
る
赤
字
国

債
で
は
な
く
、
現
役
世
代
が
負
担
を
す
る

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
評
価
を
し
た
い
。

一
方
で
、
兆
単
位
の
社
会
保
障
財
源
を
賄



<図表4>社会保険と税の比較

機能

原則

リスクのシエア

負担と給付のりンクが明瞭

(ただし個人レベルで対応しているわけでは

ない)

年金、雇用保険は、勤労世代のみ負担。医療

も高齢者の負担は抑えられており、実質的な

賃金課税

国民年金は負担の逆進性か局い。

厚生年金にも所得の上限がある

事業主負担は転嫁しにくくコスト増になる

負担者は誰

社会保険

負担の性格

事業主負担と転嫁

国際競争力

納付

所得再分配

負担と給付のりンクなし

国境調整がないので、競争力の問題が生じる

国民年金の納付率は低い

わが国の社会保険料負担はすでに世界的高

水準。

保険機能と所得再分配が混在(高齢者医療

支援金など)

雇用の非正規化や106万円、130万円の壁

の問題がある。

公的年金等控除があり高齢者の負担は軽減

されている

その他の課題

税

消費税は高齢者も負担

(出所)筆者作成

消費税は国民年金ほどではないが

逆進性がある。

消費税は転嫁が予定されている。法

人税の転嫁は経済情勢による。

国境調整により競争力は変わらない

納付率は高い

消費増税は政治的な課題になる(Ξ

党合意)

フランスの一般社会税は個人課税

で事業主負担はない。
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う
の
は
、
国
民
全
員
に
負
担
を
求
め
る
消

費
税
の
役
目
で
あ
る
。
保
険
料
、
消
費
税

に
は
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の

で
、
十
分
な
比
較
検
討
を
行
う
こ
と
が
必

要
だ
。
消
費
増
税
は
政
治
的
に
封
印
さ
れ

て
い
る
と
い
う
が
、
議
論
は
排
除
す
べ
き

で
は
な
い
。

社
会
保
険
料
の
負
担
増
の
問
題
点
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
社
会
保
険
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
。

保
険
と
い
う
の
は
、
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な

リ
ス
ク
(
保
険
事
故
)
に
備
え
て
あ
ら
か

じ
め
保
険
料
を
出
し
合
い
、
実
際
に
り
ス

ク
が
生
じ
た
際
に
必
要
な
資
金
や
サ
ー
ビ

ス
を
支
給
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
少
子
化

対
策
と
な
る
と
、
り
ス
ク
は
子
供
が
生
ま

れ
育
て
る
こ
と
と
な
る
が
、
子
育
て
を
終

え
た
人
や
子
供
は
欲
し
く
な
い
と
い
う
人

に
は
り
ス
ク
は
生
じ
な
い
の
で
負
担
も
必

要
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

彼
ら
彼
女
ら
に
も
少
子
化
対
策
の
費
用
を

負
担
し
て
も
ら
う
理
由
や
説
得
が
必
要
と

な
る負

担
の
公
平
性
も
問
題
だ
。
年
金
保
険

と
雇
用
保
険
は
現
役
世
代
の
み
が
負
担
す

る
の
で
、
勤
労
世
代
に
負
担
が
偏
る
こ
と

に
な
り
、
少
子
化
対
策
の
費
用
は
社
会
全

体
が
負
担
す
る
と
い
う
考
え
方
と
整
合
性

が
取
れ
な
い
。
消
費
税
で
あ
れ
ぱ
、
こ
の

2
点
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

ま
た
、
負
担
の
逆
進
性
の
問
題
も
あ
る

国
民
年
金
は
、
個
人
事
業
者
や
非
正
規
雇

用
者
が
加
入
す
る
が
、
そ
の
保
険
料
は
定

額
な
の
で
、
低
所
得
の
非
正
規
雇
用
者
の

負
担
は
大
き
く
逆
進
性
の
問
題
が
生
じ
る
。

厚
生
年
金
加
入
者
と
比
べ
た
負
担
の
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
も
生
じ
る
。
同
一
所
得
に
は
同

一
の
負
担
と
い
う
水
平
的
公
平
性
に
反
す

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
企
業
に
与
え
る
影
響
も
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
社
会
保
険
料
の
半
分
は

事
業
主
負
担
な
の
で
、
そ
の
引
き
上
げ
は

企
業
の
負
担
増
に
な
る
。
こ
れ
は
賃
上
げ

機
運
を
そ
ぐ
だ
け
で
な
く
、
正
規
雇
用
者

か
ら
非
正
規
雇
用
へ
の
シ
フ
ト
を
加
速
さ

せ
か
ね
な
い
。
非
正
規
雇
用
化
が
長
期
に

わ
た
り
進
ん
で
き
た
背
景
に
は
、
社
会
保

険
料
の
事
業
主
負
担
を
軽
減
さ
せ
よ
う
と

い
う
動
き
が
あ
っ
た
。

ま
た
社
会
保
険
料
は
、
仕
入
れ
税
額
控

除
に
ょ
り
価
格
転
嫁
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
消
費
税
と
比
べ
て
転
嫁
が
難
し
く
、
企

業
に
と
っ
て
コ
ス
ト
増
に
な
る
。
さ
ら
に
、

消
費
税
の
よ
う
な
国
境
調
整
つ
ま
り
輸

出
時
の
還
付
制
度
が
な
い
の
で
、
国
際
競

争
力
を
弱
め
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
数
兆
円

単
位
の
財
源
を
必
要
と
す
る
少
子
化
対
策

の
財
源
に
つ
い
て
は
、
税
財
源
と
メ
リ
ッ

ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
の
比
較
を
行
い
、
「
給
付
」

と
「
負
担
」
の
国
民
的
な
議
論
に
つ
な
げ

て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。

4
 
金
融
政
策
の
出
口
と
財
政

財
源
問
題
に
つ
い
て
十
分
な
議
論
を
行

う
こ
と
な
く
大
幅
な
財
源
を
伴
う
政
策
議

論
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
は
、
金
融
政
策
の

正
常
化
(
出
旦
の
問
題
に
大
き
な
影
響

を
及
ぽ
し
か
ね
な
い
。

2
0
1
2
年
に
発
^
し
た
第
2
次
^
^



政
権
で
、
大
胆
な
金
融
緩
和
(
2
%
の
物

価
安
定
目
標
)
と
機
動
的
な
財
政
出
動

民
間
活
力
を
引
き
出
す
成
長
戦
略
の
「
3

本
の
矢
」
に
ょ
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
打
ち

出
さ
れ
、
わ
が
国
の
経
済
・
社
会
の
景
色

は
大
き
く
変
化
し
た
。
円
安
に
ょ
る
企
業

業
績
の
回
復
や
株
高
、
一
雇
用
の
大
幅
な
改

善
な
ど
デ
フ
レ
で
は
な
い
状
況
が
つ
く
り

出
さ
れ
る
な
ど
の
成
果
を
残
し
た
一
方
で

想
定
し
た
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
は
生
ぜ
ず
、

国
民
の
実
質
賃
金
は
停
滞
し
、
資
産
や
所

得
の
二
極
分
化
が
進
み
、
金
融
緩
和
の
弊

害
も
目
立
っ
て
き
た
。

地
銀
を
は
じ
め
と
す
る
金
融
機
関
の
収

益
悪
化
は
、
貸
出
姿
勢
の
消
極
化
を
通
じ

て
経
済
全
体
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

ま
た
低
金
利
の
継
続
に
ょ
り
、
本
来
市
場

と
う
た

に
淘
汰
さ
れ
る
事
業
が
延
命
さ
れ
、
新
陳

代
謝
が
遅
れ
生
産
性
の
低
迷
に
つ
な
が
っ

て
い
る

最
大
の
問
題
は
、
低
金
利
で
の
国
債
発

行
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
実
質
的
な
財
政

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
行
わ
れ
、
政
府
の
財
政

規
律
が
失
わ
れ
た
こ
と
だ
。
大
量
な
W
年

国
債
の
発
行
が
日
銀
に
ょ
り
無
制
限
に
購

入
さ
れ
る
結
果
冒
頭
述
べ
た
よ
う
な
安

易
な
予
算
編
成
が
継
続
さ
れ
、
政
府
の
債

務
残
高
は
G
D
P
の
2
倍
を
は
る
か
に
超

え
る
水
準
と
な
っ
た
。
そ
の
半
分
が
日
銀

に
ょ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
姿
は
異

様
で
あ
る
が
、
こ
の
責
任
は
、
金
融
当
局

と
い
う
よ
り
^
^
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
コ
ロ
ナ
禍
に
ょ
る
サ

プ
ラ
イ
チ
エ
ー
ン
の
分
断
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
に
ょ
る
資
源
高
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
イ

ン
フ
レ
が
生
じ
、
先
進
諸
国
の
金
融
当
局

は
度
重
な
る
利
上
げ
に
ょ
り
イ
ン
フ
レ
抑

制
を
図
っ
て
き
た
。
わ
が
国
で
も
4
%
程

度
の
物
価
上
昇
が
生
じ
、
春
闘
で
そ
れ
に

見
合
う
賃
上
げ
が
実
現
す
れ
ぱ
、
当
初
の

想
定
と
は
異
な
る
も
の
の
、
金
融
政
策
の

「
出
口
」
に
向
け
た
議
論
が
始
ま
る
。

一
方
、
金
融
緩
和
政
策
の
変
更
は
、
わ

が
国
経
済
へ
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
日
銀
も

当
座
預
金
金
利
の
引
き
上
げ
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
収
支
悪
化
に
ょ
り
毎
年
1
兆
円
程

度
の
日
銀
国
庫
納
付
金
は
な
く
な
っ
て
し

年
量

環
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
り
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、

政
府
と
日
銀
が
改
め
て
双
方
の
役
割
に
つ

い
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

玲
年
1
月
の
共
同
声
明
で
は
、
日
銀
は
2

%
の
物
価
目
標
の
早
期
達
成
、
政
府
は
経

済
成
長
力
を
高
め
る
構
造
改
革
の
推
進
と

持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
形
成
を
コ
ミ
ツ

ト
し
た
が
、
こ
の
W
年
、
構
造
改
革
や
財

政
健
全
化
は
進
ま
な
か
っ
た
。
英
国
の
よ

う
な
市
場
の
混
乱
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に

も
、
財
政
健
全
化
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
は
重
要

だ
。
防
衛
費
や
少
子
化
対
策
の
財
源
に
つ

い
て
は
き
ち
ん
と
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
 
受
益
と
負
担
の
議
論

数
兆
円
の
財
源
を
必
要
と
す
る
少
子
化

対
策
を
実
行
し
て
い
く
に
は
、
税
も
含
め

た
「
給
付
」
と
「
負
担
」
の
国
民
的
な
議

論
は
欠
か
せ
な
い
。
政
治
が
問
う
べ
き
は
、

「
も
っ
と
負
担
を
重
く
し
て
で
も
社
会
保

障
の
充
実
を
目
指
す
」
の
か
、
「
歳
出
規

模
は
保
っ
た
ま
ま
経
済
成
長
を
目
指
し
自

己
責
任
を
基
本
と
す
る
」
の
か
、
と
い
う

わ
が
国
の
将
来
像
だ
。
「
親
切
・
重
税
国
家
」

か
「
冷
淡
・
軽
税
国
家
」
か
、
と
い
う
選

択
肢
で
、
わ
が
国
だ
け
で
な
く
米
国
、
欧

州
な
ど
の
先
進
諸
国
に
共
通
な
も
の
だ
。

ま
う最

大
の
問
題
は
、
金
利
上
昇
に
ょ
り
政

府
の
国
債
利
払
い
費
が
大
幅
に
増
え
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
財
務
省
の
公
表
試
算
に

よ
る
と
、
金
利
が
ー
%
上
が
る
と
国
債
費

は
翌
年
か
ら
0
・
7
兆
円
、
 
2
・
0
兆
円
、

3
 
.
 
6
兆
円
と
増
加
す
る
。
 
2
%
の
引
き

上
げ
で
は
、
ー
・
 
5
兆
円
、
 
4
 
・
 
0
兆
円
、

フ
・
 
2
兆
円
と
増
加
す
る
。
国
債
費
が
雪

だ
る
ま
式
に
増
え
れ
ば
、
そ
れ
を
賄
う
た

め
に
新
規
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
悪
循

お
金
の
プ
ロ
に

相
談
し
て
み
た
!

息
子
娘
が

中
高
年
ひ
き
こ
も
り

で
も
ど
ぅ
に
か
な
る
っ
て

本
当
で
す
か
?

1
親
亡
き
後
、
子
ど
も
が

「
孤
独
」
と
「
貧
困
」
に

な
ら
な
い
生
活
設
計

畠
中
雅
子
零
色

お
孟
の
プ
.

、
良
し
τ
み
 
1
 
J

t
 
1
f

中
高
,
ー
,
島

、
》
ι

本
当

、
ι
メ
つ

か
つ
.
鰐
、
ー
*
亘

喫
が
ず
べ
き
'
ー活

親
が
す
べ
き

産
家
保
険
年
生
活

子
ど
も
の
将
来
が
不
安
で

眠
れ
な
い
あ
な
た
へ

子
ど
も
が
中
高
年
ひ
き
こ
も
り

で
も
大
丈
夫
!

親
が
死
ん
だ
後
、
ひ
き
こ
も
り
の

子
ど
も
が
生
き
残
る
た
め
に
、
親

が
「
何
を
」
「
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
」
を
具
体
的
に
易
し
く
丁
寧
に

解
説
し
ま
す
。
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